
産
業
教
育
手
当
支
給
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
新
旧
対
照
表

改

正

案

現

行

［第１号議案］

－41－



大
分
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
新
旧
対
照
表

改

正

案

現

行

第
一
号
様
式
～
第
六
号
様
式

（
略
）

第
一
号
様
式
～
第
六
号
様
式

（
略
）

［第１号議案］
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改

正

案

現

行

［第１号議案］
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改

正

案

現

行

［第１号議案］
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改

正

案

現

行

［第１号議案］
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大
分
県
立
高
等
学
校
学
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
新
旧
対
照
表

改

正

案

現

行

第
一
号
様
式
～
第
六
号
様
式

（
略
）

第
一
号
様
式
～
第
六
号
様
式

（
略
）

［第１号議案］
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改

正

案

現

行

［第１号議案］

－47－



改

正

案

現

行

［第１号議案］
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改

正

案

現

行

［第１号議案］
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技
能
教
育
施
設
の
指
定
の
申
請
手
続
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
三
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
新
旧
対
照
表

改

正

案

現

行

第
二
号
様
式

（
略
）

第
二
号
様
式

（
略
）

［第１号議案］
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改

正

案

現

行

［第１号議案］
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改

正

案

現

行

第
五
号
様
式

（
略
）

第
五
号
様
式

（
略
）

［第１号議案］
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大
分
県
立
中
学
校
学
則
（
平
成
十
八
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
新
旧
対
照
表

改

正

案

現

行

第
一
号
様
式

（
略
）

第
一
号
様
式

（
略
）

［第１号議案］
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改

正

案

現

行

［第１号議案］
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改

正

案

現

行

［第１号議案］

－55－



大
分
県
社
会
教
育
主
事
資
格
認
定
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
新
旧
対
照
表

改

正

案

現

行

第
二
号
様
式
～
第
四
号
様
式

（
略
）

第
二
号
様
式
～
第
四
号
様
式

（
略
）

［第１号議案］

－56－



博
物
館
の
登
録
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号
）
新
旧
対
照
表

改

正

案

現

行

第
一
号
様
式

（
略
）

第
一
号
様
式

（
略
）

第
三
号
様
式
～
第
五
号
様
式

（
略
）

第
三
号
様
式
～
第
五
号
様
式

（
略
）

［第１号議案］

－57－



大
分
県
文
化
財
保
護
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
新
旧
対
照
表

改

正

案

現

行

第
二
号
様
式
～
第
七
号
様
式

（
略
）

第
二
号
様
式
～
第
七
号
様
式

（
略
）

［第１号議案］

－58－



大
分
県
埋
蔵
文
化
財
取
扱
規
則
（
平
成
十
二
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
新
旧
対
照
表

改

正

案

現

行

［第１号議案］

－59－



改

正

案

現

行

［第１号議案］

－60－



改

正

案

現

行

第
四
号
様
式

（
略
）

第
四
号
様
式

（
略
）

［第１号議案］
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大分県教育委員会が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則等 

の一部改正について 
 
１ 改正の理由 
 県民の利便性の向上及び職員の負担軽減を図るため、行政手続電子化の推進と、それに
向けた申請等手続（以下「手続」という。）における押印及び署名の必要性について見直
しを行った。 
 見直しに当たっては、①押印を求める趣旨（本人確認・文書作成の真意確認・文書内容
の真正性の担保）の合理性の有無、②代替手段（オンライン申請・メール申請等）の有無
の２点を基準とし、大分県教育委員会規則により押印が義務づけられた７４件の手続のう
ち、５９件について押印が不要と判断された。 

よって、大分県教育委員会規則に定められた手続のうち、押印及び署名の存続が必要な
手続を除き、押印及び署名の廃止のため、一括して規則改正を行う。 
 なお、今回の改正は、知事部局（県規則）の改正と同様であり、教育委員会を始め全て
の機関において同様の改正を行う。 

 
２ 改正の内容 

  大分県教育委員会が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則の 
一部改正 

   様式中の押印箇所を廃止 
   （第１号、第２号様式） 
 

  大分県教育委員会が保有する個人情報の保護等に関する規則の一部改正 
  ①様式中の押印箇所を廃止し、請求者郵便番号欄を追加 
   （第２号様式、第２号様式の２、第１０号様式、第１０号様式の２、第１４号様式、

第１４号様式の２） 
  ②請求資格の確認欄から法人印鑑証明書を削除 
   （第２号様式の２、第１０号様式の２、第１４号様式の２） 
 
   大分県教育委員会の任命に係る会計年度任用職員の管理に関する規則の一部改正 

①会計年度任用職員勤務労働条件同意書兼宣誓書への押印を廃止し、署名のみに変更 
（第３条第８項） 

②様式中の押印箇所を廃止 
（第１号、第２号、第６号、第１０号様式） 
 

   大分県教育委員会の任命に係る臨時的任用職員の管理に関する規則の一部改正 
①同意書兼宣誓書への押印を廃止し、署名のみに変更 
（第３条第７項） 

②様式中の押印箇所を廃止 
（第１号（その１）、第２号（その１及びその２）、第６号、第１０号様式） 
 

   教育職員免許状に関する規則の一部改正 
  ①様式中の押印箇所を廃止し、誓約書部分の氏名欄は自署を求めるよう変更 
   （第１号様式） 
  ②様式中の押印箇所を廃止 
   （第２号、第５号、第６号、第１２号の２、第１３号、第１５号様式） 
 

  教育職員免許状の更新等に関する規則の一部改正 
   様式中の押印箇所を廃止 
   （第１号、第２号、第４号、第６号、第７号、第８号、第１０号様式） 
 

   産業教育手当支給規則の一部改正 
   様式中の押印箇所を廃止 
   （第１号様式） 

［第１号議案］
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   大分県立特別支援学校学則の一部改正 
 ①様式中の押印箇所を「署名又は押印」へ変更 
  （第７号様式） 

  ②様式中の押印箇所を廃止 
   （第８号、第８号の２、第８号の３、第９号、第１０号、第１１号、第１２号様式） 

 
   大分県立高等学校学則の一部改正 
 ①様式中の押印箇所を「署名又は押印」へ変更 
  （第７号様式） 
 ②様式中の押印箇所を廃止 
  （第８号、第８号の２、第８号の３、第９号、第１０号、第１１号、第１２号様式） 

 
   技能教育施設の指定の申請手続等に関する規則の一部改正 
   様式中の押印箇所を廃止 
   （第１号、第３号、第４号様式） 
 
    大分県立中学校学則の一部改正 

 ①様式中の押印箇所を「署名又は押印」へ変更 
  （第２号様式） 

②様式中の押印箇所を廃止 
   （第３号、第４号様式） 
 
   大分県社会教育主事資格認定規則の一部改正 
   様式中の押印箇所を廃止 
   （第１号様式） 
 
   博物館の登録に関する規則の一部改正 
   様式中の押印箇所を廃止 
   （第２号様式） 
 
   大分県文化財保護条例施行規則の一部改正 
   様式中の押印箇所を廃止 
   （第１号様式） 
 
   大分県埋蔵文化財取扱規則の一部改正 
  ①様式中の押印箇所及び紙起案を前提とした氏名欄等を廃止 
   （第１号、第３号様式） 

②様式中の押印箇所を廃止 
   （第２号様式） 
 
３ 施行期日 
  令和３年４月１日 

［第１号議案］
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